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新型コロナウイルス感染症対策 

１月７日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１１３回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 

 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１１３回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ １０月２５日及び１２月１５日、市長メッセージの発信について報告

（健康医療担当） 

   市長が、令和３年１０月２５日（月）及び１２月１５日（水）、市民の

皆様に向けて、新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ(47)及

び(48)を発信しました。 

  

 ⑵ 生活・暮らし支援臨時特別給付金推進室の設置について報告（生活・暮

らし支援臨時特別給付金推進担当） 

   国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策として（令和３年１１月

１９日閣議決定）、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に

ある方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課

税世帯等に対して、１世帯当たり１０万円の現金を給付することが決定さ

れました。 

給付対象となる世帯は、令和３年度の住民税が非課税である世帯と新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と

同様の事情にあるとみられる世帯のいずれかの要件を満たす世帯で、住民

税非課税世帯の方に対しては、市から確認書を送付する「プッシュ型の支

給」、また、家計急変世帯は、対象者からの「申請による支給」を想定し

ています。 

本市における対象見込み世帯数は、住民税非課税世帯３３，０００世帯、

家計急変世帯２，０００世帯の合計３５，０００世帯を見込んでおり、対

象世帯の皆さまへの給付金の振込みを可能な限り迅速かつ的確に行うため、

令和３年１２月２４日付で部長級職員の他１５名の体制で「生活・暮らし

支援臨時特別給付金推進室」をメッセウイング・みえに設置しました。 

今後のスケジュールや支給方法等については、詳細が決まり次第、改め

てお知らせします。 

 

 ⑶ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給について報告（こども政策担当） 

   ０歳から高校３年生までの子どもたちに１人当たり１０万円を給付する

「子育て世帯への臨時特別給付金」について、児童手当を受給している１

６，１３０世帯（対象児童２９，２５３人）へは申請不要のプッシュ型で



１２月２４日に給付金を振り込みました。 

また、プッシュ型以外の子育て世帯の公務員へは１２月２４日、高校生

等を養育する世帯へは１２月２７日に申請書等を郵送しており、当該給付

金の申請受付を開始しています。 

申請期限は令和４年３月３１日までとなっており、今後申請される方へ

の支給についても、適切に給付をしてまいります。 

 

 ⑷ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の

申請期間の延長等について報告（健康福祉部） 

   「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウ

イルス感染症の影響等により、生活に困窮される方々へ適切な支援を届け

るため、次のとおり申請期間の延長等を行います。 

  ア 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間延長及び

再支給等の実施について 

    自立支援金の支給について、令和３年１１月末の申請期間が令和４年

３月末まで延長になるとともに、当初の支給（最大３ヶ月）に加え、再

支給（最大３ヶ月）が可能となりました。 

また、令和４年１月以降は、自立支援金の支給条件についても一部緩

和され、一定条件の困窮世帯も対象になりました。 

イ 住居確保給付金特例再支給の申請期間延長について 

    住居確保給付金の支給が終了した方について、３ヶ月間の再支給を可

能とする特例などについて、令和３年１１月末の申請期間が令和４年３

月末まで延長となりました。 

自立支援金の支給対象見込者については、県社会福祉協議会からの情

報提供を受け、援護課（相談・支援担当）から申請に関する書類等を随

時発送しています。 

なお、これらについては、市ホームページにて昨年１２月２２日に周知

を行うとともに、自立支援金については広報津１月１６日号にて掲載し、

住居確保給付金については受給者に直接ご案内します。 

 

 ⑸ 国民健康保険における国の財政支援を受けた傷病手当金の支給対象期間

の延長について報告（健康医療担当） 

   新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるため、労務に服す

ることができなくなった被用者である被保険者への傷病手当金の支給対象

期間は、国の財政支援の適用期間を踏まえ、令和２年１月１日から令和３



年１２月３１日の間の感染等による療養のため労務に服することができな

い期間としていました。 

令和４年１月１日から同年３月３１日の間に感染した新型コロナウイル

ス感染症等の療養のために労務に服することができない期間についても、

同様に財政支援の対象とされたことから、傷病手当金の支給対象期間を延

長するため、津市国民健康保険運営協議会の了承を得た上で、津市国民健

康保険条例施行規則の改正を行いました。 

 

 ⑹ 津市における新型コロナワクチン接種状況について報告（新型コロナウ

イルスワクチン接種推進担当） 

   津市における新型コロナワクチンの初回接種（１回目・２回目）につき

ましては、令和４年１月５日現在、１回目が２１万９，９６６回、２回目

が２１万８，９９３回の接種をいただき、２回の接種を完了された割合は、

対象者２５万１，８４４人に対して８６．６％、１２歳未満を含めた全人

口に対しては７９．０％となりました。 また、６５歳以上の高齢者に限

定した２回の接種を完了された割合は、９０．４％となっています。 

   追加接種（３回目）につきましては、初回接種を早く済ませた医療従事

者の方々への接種が既に令和３年１２月９日から開始されており、本年２

月からは高齢者の方々の住民接種が本格化します。 

   具体的には、初回接種完了から７か月を経過する方を含めた高齢者への

接種券送付を１月２０日から順次開始し、接種協力医療機関による個別接

種につきましては、ファイザー社製もしくは武田/モデルナ社製ワクチン

を使用して２月１日から、また、集団接種につきましては、武田/モデル

ナ社製ワクチンを使用して２月６日から接種を開始します。 

なお、予約につきましては、個別接種、集団接種ともに１月２１日から

開始します。 

 

⑺ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

 



 以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１１３回） 

 

令和４年１月７日（金） 

午前９時００分～     

津リージョンプラザ３階 

                      生活文化情報センター 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年１０月１４日以降の三重県津保健所管内及び三重県内におけ

る感染症患者の発生について報告（健康医療担当） 

 ⑵ 国・三重県の状況について報告（健康医療担当） 

 

２ 報告事項 

 ⑴ １０月２５日及び１２月１５日、市長メッセージの発信について報告

（健康医療担当） 

 ⑵ 生活・暮らし支援臨時特別給付金推進室の設置について報告（生活・

暮らし支援臨時特別給付金推進担当） 

⑶ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給について報告（こども政策担当） 

⑷ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金

の申請期間の延長等について報告(健康福祉部) 

 ⑸ 国民健康保険における国の財政支援を受けた傷病手当金の支給対象期

間の延長について報告（健康医療担当） 

⑹ 津市における新型コロナワクチン接種状況について報告（新型コロナ

ウイルスワクチン接種推進担当） 

 ⑺ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

 

３ その他 

 ⑴ 市内事業者からの発表について報告（健康医療担当） 
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